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対 象 事 業 名  鹿島第１・２期工業用水道強靱化事業 

１ ． 事 業 の 目 的   

 
鹿 島 第 １ ・ ２ 期 工 業 用 水 道 は 、 茨 城 県 の 南 東 部 に 位 置 し 、 鹿 島 臨 海 工 業 地

帯 を 中 心 と し た 進 出 企 業 の 工 場 建 設 計 画 及 び 工 業 用 水 の 需 要 に 応 じ て ２ 期 に
分 け て 建 設 を 行 っ て お り 、 第 １ 期 2 1 0 , 0 0 0 ㎥ /日 は 、 昭 和 4 1 年 度 か ら 建 設 を
始 め 、 昭 和 4 6 年 度 に 施 設 が 完 成 し 、 第 ２ 期 6 0 0 , 0 0 0 ㎥ /日 は 、 昭 和 4 4 年 度 か
ら 建 設 を 始 め 昭 和 5 2 年 度 に 建 設 が 完 成 し て い る 。 平 成 2 3 年 の 東 日 本 大 震 災
に よ る 工 業 用 水 配 水 管 の 被 災 状 況 を 踏 ま え 、 災 害 や 漏 水 事 故 等 へ の 危 機 管 理
体 制 を 強 化 す る と と も に 、 安 定 し た 工 水 の 供 給 を 図 る こ と を 目 的 と し て 工 業
用 水 道 管 路 の 耐 震 化 を 推 進 す る 。  

２ ． 事 業 の 必 要 性  

 
 鹿 島 第 １ ・ ２ 期 工 業 用 水 道 は 、 平 成 2 3 年 の 東 日 本 大 震 災 に よ る 工 業 用 水 道
配 水 管 の 被 災 状 況 を 踏 ま え 、 災 害 や 漏 水 事 故 等 へ の 危 機 管 理 体 制 を 強 化 す る
と と も に 、 安 定 し た 工 業 用 水 の 供 給 を 図 る 必 要 が あ る 。 鹿 島 第 １ ・ ２ 期 工 業
用 水 道 は 、 管 路 の 耐 震 性 能 が 備 わ っ て お ら ず 、 発 生 が 予 測 さ れ て い る 首 都 直
下 地 震 緊 急 対 策 区 域 に 該 当 す る た め 施 設 が 損 壊 し 広 範 囲 に 渡 り 断 水 が 発 生 す
る 可 能 性 が 高 い 。 ま た 、 供 給 先 は 発 電 所 や 製 油 所 な ど が あ り 、 供 給 支 障 に よ
る 経 済 損 失 の ほ か 、 市 民 生 活 に も 多 大 な 影 響 が 生 じ る こ と か ら 、 早 急 に 施 設
の 強 靱 化 を 図 り 、 工 業 用 水 の 安 定 供 給 を 図 る 必 要 が あ る 。  

３ ． 効 果 と コ ス ト と の 関 係 に 関 す る 分 析   

 
 Ａ ． 総 便 益   ；  6 8 . 2 5 億 円  
 Ｂ ． 総 費 用   ；  1 9 . 7 7 億 円  
                               
 費 用 便 益 比   ；   3 . 4 5（ Ａ ／ Ｂ ）  
 

４ ． 評 価 結 果   

 
工 業 用 水 道 事 業 に 係 る 政 策 評 価 実 施 要 領 に 照 ら し 合 わ せ た 結 果 、 前 提 指 標

で あ る 費 用 便 益 比 １ ． ０ 以 上 等 を 満 た し て お り 、 優 先 採 択 指 数 で あ る 事 業 着
手 の 緊 急 性 を 要 し て い る こ と か ら 、 本 事 業 は 補 助 対 象 と し て 妥 当 で あ る 。  
 

 


